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後発品関連資料 操作方法 

 

【検索画面】 

作成したい資料にチェックを付けて検索してください。 

検索画面の項目名をクリックすると項目の説明を表示します。 

 

◆採用薬内の先発品・後発品資料（採用薬を下記種類に分類します。） 

○後発品がある先発リスト 

登録した採用薬の内、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品のリストを作成します。 

○後発品が無い先発品リスト 

登録した採用薬の内、同一剤形・規格の後発医薬品がない先発医薬品のリストを作成します。 

○後発品リスト 

診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品のリストを作成します。 

○先発品・後発品以外の医薬品リスト 

先発・後発でない医薬品のリストを作成します。 

（昭和 42 年以前に承認・薬価収載された医薬品や局方品、漢方製剤など） 

※ 厚生労働省発表の「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」の先発品・後発品に準拠 

  

※ 施設採用薬に関連した「先発品・後発品資料」や「同成分の医薬品資料」などの後発品関連資料を作成できます。 

●採用薬内の先発品・後発品資料 

○後発品がある先発品リスト ○後発品が無い先発品リスト ○後発品リスト ○先発品・後発品以外の医薬品リスト 

●採用薬内の置き換え率資料 

○後発品がある先発品リスト ○後発品が無い先発品リスト ○後発品リスト 

○後発品と薬価が同等又は低い先発品リスト ○先発品と薬価が同等又は高い後発品リスト 

○先発品・後発品以外の医薬品リスト 

●採用薬に関する同成分の医薬品資料 

○同一規格医薬品リスト  ○同一剤形医薬品リスト ○同一投与医薬品リスト 

※ 採用薬を登録しているユーザ様が利用できるコンテンツです。 



【後発品関連資料 操作方法】 

 Copyright © SAFE-DI, All rights reserved.    2 

◆採用薬内の置き換え率資料（採用薬を置き換え率も元に下記種類に分類します。） 

○後発品がある先発リスト（2） 

登録した採用薬の内、置き換え率リストの分類が「2」の医薬品リストを作成します。 

○後発品が無い先発品リスト（1） 

登録した採用薬の内、置き換え率リストの分類が「1」の医薬品リストを作成します。 

○後発品リスト（3） 

登録した採用薬の内、置き換え率リストの分類が「3」の医薬品リストを作成します。 

○後発品と薬価が同等又は低い先発品リスト（☆） 

登録した採用薬の内、置き換え率リストの分類が「☆」の医薬品リストを作成します。 

○後発品と薬価が同等又は低い先発品リスト（★） 

登録した採用薬の内、置き換え率リストの分類が「★」の医薬品リストを作成します。 

○先発品・後発品以外の医薬品リスト 

登録した採用薬の内、置き換え率リストの区分が空白の医薬品リストを作成します。 

※ 厚生労働省発表の「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」の「その他（各先発医薬品の

後発医薬品の有無に関する情報）」の置き換え率リストに準拠 

◆採用薬に関連する同成分の医薬品資料（採用薬と同成分のリスト作成をします。） 

○同一規格医薬品リスト 

採用薬と同成分の同区分（投与区分）・同一剤形・同一規格の医薬品のリストを作成します。 

○同一剤形医薬品リスト 

採用薬と同成分の同区分（投与区分）・同一剤形の医薬品のリストを作成します。 

○同一投与医薬品リスト 

採用薬と同成分の同区分（投与区分）（内・注・外・歯）の医薬品のリストを作成します。 

・ 先発・後発について（厚生労働省「使用薬剤の薬価（薬価基準）に収載されている医薬品について」に準拠しています。） 

先発○ 同薬効の後発品がある先発品 

先発品 同薬効の後発品がない先発品 

準先発 
昭和 42 年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発医薬品があるものについては、「準先発
品」として、先発品に準じた扱いとしています（内用薬及び外用薬に限る。） 

後発品 後発品 

★ 
後発品除外品目（後発医薬品として承認された医薬品であっても、先発医薬品と同額又は薬価が高い後発品で
あり、診療報酬における加算等の算定対象外） 

先発○ 同薬効の後発品がある先発品 

・ 置き換え率について（厚生労働省「使用薬剤の薬価（薬価基準）[各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報]に
収載されている医薬品について」に準拠しています。） 

１ 後発医薬品がない先発医薬品（後発医薬品の上市前の先発医薬品等） 

２ 
後発医薬品がある先発医薬品（先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む。 
ただし、全ての後発医薬品が経過措置として使用期限を定められている場合を除きます。） 

☆ 後発医薬品と薬価が同額又は低い先発医薬品 

３ 後発品 

★ 先発医薬品と薬価が同額又は高い後発医薬品 

 後発医薬品がない先発医薬品（後発医薬品の上市前の先発医薬品等） 
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◆「適応症の違い」の有無について 

同一成分で同規格の医薬品のうち、先発品と後発品で適応症の相違の有無を検索できます。 

先発品と適応症が異なるものを検索するには「有り」を、先発品と適応症が同じものを検索するには「無し」を指定します。 

※適応症の違いの有無の条件は、採用薬のみに適用されます。（同一規格、剤形、投与医薬品には適用されません。） 

【後発品関連資料画面】 

検索画面の下部に後発品関連資料のデータが表示されます。 

厚労省コード、HOT 番号、レセプト処理コード、一般名、医薬品名、規格単位、会社名、規制区分、薬価、先発後発、採

用薬情報、経過措置日）、一般名処方マスタ、置き換え率、適応相違（適応症の違いの有無）などを表示します。 

 

 

 

■データ提供 

 先発・後発品情報 ：厚生労働省 
 医薬品情報  ：株式会社医薬情報研究所 


